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🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

1、不安全行動と潜在リスクの撲滅

※ 近道行動と面倒な作業の抽出・改善と周知徹底

※ 指差し呼称のポイント設定による定着化

※ 類似災害撲滅の『３つの徹底』 最前線の意識改革

2、本質安全化の更なる強化

※ 設備審査の充実・強化とチョコ停頻度の

見える化による早急な改善

※ 同じ過ちを繰り返さない為の災害対策水平展開の徹底

3、心と体の健康づくり

※ 職場の作業環境改善や働き易い職場改善による
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